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商業・サービス業・農林水産業活性化税制
特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除

ご　案　内

第16期「ふさの国  商い未来塾」
魅力ある “まちづくり ”を目指す方、ぜひ奮ってご参加下さい !!

◎設備投資をお考えの方は、本会又は最寄りの経営革新等支援機関にご相談下さい。

○ 新しい商品を販売するため、陳列棚を入れる
○ レジスターを入れ替える　
○ 古くなった看板などお店の外装をきれいにする　etc.

税制措置の対象となる「中小企業者等」の設備投資を応援する特別な税制措置です。

商店街
若手リーダー
養成講座

卸売業、小売業、サービス業の個人事業者、中小法人の皆さまへ

受講対象者 

　　商店街の若手商業者・後継者、商業を通じて地域活性化に取り組む意欲のある方

受講期間 

　　平成25年７月～ 11月（全10回）予定

講座内容 

　　�　全国各地で活躍している商店街やまちづくりのリーダー、商い未来塾ＯＢ等を迎え、実践的リー
ダー論、イベント手法等について学ぶとともに、県内外の先進商店街への視察などにより具体的な
マネジメント技法を習得します。

　～第１６期の講座から～
　　　「これからのまちづくりに必要な視点と取り組み」、「地域消費者に愛される商店街を目指して」、
　　　「一店逸品運動による個店の魅力向上策について」、「商店街のソフト事業の進め方」、�
　　　「得するまちのゼミナール“まちゼミ”とは？」、「100円商店街とは？」など

募集人数 

　　30名程度（定員になり次第締切とさせていただきます）

受講料 

　　無料（視察研修及び交流会等に係る費用は実費負担）
　　申込み・問合せ先　　千葉県中小企業団体中央会　商業連携支援部（担当：鷲崎）
　　　　　　　　　　　　TEL：043-306-3284　　FAX：043-227-0566　

例えば・・・
こんな設備投資が
対象です

この制度を
使えば

その結果・・・
納税額が

少なくなります

設備を使い始めた年度の減価償却費を
増やす（30％特別償却）か、税額の
控除（７％）を受けることができます。
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新 卒 未 就 職 者 人 材 育 成 事 業
～若年者の雇用をお考えの皆様、 是非ご検討ください～
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